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問 １ �　法人税法上の収益計上時期及び収益の額について、次の⑴〜⑶の問に答えなさい。

⑴　法人税法第22条の 2に規定する資産の販売若しくは譲渡又は役務の提供に係る

収益の計上時期及び収益の額について、簡潔に説明しなさい。

⑵　Ａ社（ ３月末決算の株式会社）は、製造業を営む内国法人である。次の【資料

１】に基づき、Ａ社がＢ社に販売した機械装置ａ及び機械装置ａの保守サービス

の提供に係る税務上の収益計上時期及び収益の額の原則的な処理について、その

法的な理由を付して簡潔に説明しなさい。

【資料 １】

①　Ａ社は、Ｂ社との間で、機械装置ａの販売及び機械装置ａに係る 2年間の保

守サービスの提供に関する契約を令和 ３年 １月１5日に締結した。

②　上記①の契約に係る対価の額は１2≤400≤000円とされており、その内訳として、

機械装置ａ１0≤000≤000円、保守料金2≤400≤000円とされている。

なお、当該対価の額及びその内訳の各金額は、税務上の時価相当額である。

③　機械装置ａは、令和 ３年 ３月22日にＢ社の工場に納入され、令和 ３年 ３月３0

日に検収が完了し、令和 ３年 4月 １日から当該工場において稼働している。

なお、Ａ社が過去に機械装置ａを単独で販売した時は、相手方が検収した日

に収益計上している。

④　機械装置ａに係る保守サービスの内容は、毎月 １回の機械装置ａの点検及び

保守サービスの提供期間中に通常の使用により故障が生じた場合の部品の交換、

補修等とされている。また、保守サービスの提供期間は、令和 ３年 4月 １ 日か

ら令和 5年 ３ 月３１日までの 2年間とされており、令和 ３年 4 月 １ 日から保守

サービスが開始されている。

⑤　Ａ社は、Ｂ社に対し、令和 ３ 年 4 月 5 日に上記①の契約に係る対価の額

１2≤400≤000円の請求書を発送しており、令和 ３年 5月３１日に、Ｂ社からＡ社の

銀行口座に１2≤400≤000円が振り込まれている。

⑶　Ｃ社（ 2月末決算の株式会社）は、飲食業を営む内国法人である。次の【資料

2】に基づき、Ｃ社が交付を受けた協力金の税務上の処理について、その法的な

理由を付して簡潔に説明しなさい。

【資料 2】

①　Ｃ社は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、令和 ３年 １月１5

日から令和 ３年 2月１4日までの １か月間、Ｄ県の要請に従い、店舗の営業時間

を短縮して営業を行った。

②　Ｄ県は、営業時間の短縮要請に従って営業時間を短縮した事業者に対し、１00

万円の協力金を交付する支援事業を実施している。
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③　Ｃ社は、Ｄ県に対し、上記②の協力金の手続きに従って、令和 ３年 2月１5日

に交付申請を行い、令和 ３年 ３月 5日に交付決定通知書の送付を受けた。

なお、交付決定通知書には交付決定日は令和 ３年 2月25日と記載されていた。

④　上記②の協力金１00万円については、令和 ３年 ３月１0日にＣ社の銀行口座に振

り込まれている。

問 ２ �　食品製造業を営む内国法人であるＥ社（ ３月末決算の株式会社）の当期（令和

３年 4月 １ 日〜令和 4年 ３月３１日）の税務上の処理について、次の⑴〜⑶の問に

答えなさい。

⑴　Ｅ社は、関連法人でない取引先のＦ社との間で、加工食品である製品ａを 2年

間継続して販売する契約を締結した。Ｅ社は、製品ａの販売に当たり、製品ａの

名称が表示された専用の陳列棚を広告宣伝のためにＦ社に贈与した。この陳列棚

は、Ｅ社が１50≤000円で取得したものであり、Ｅ社は、取得時に支出した１50≤000

円を雑費として費用に計上している。

このＥ社が行った陳列棚の贈与に係る税務上の処理について、その法的な理由

を付して簡潔に説明しなさい。

⑵　Ｅ社は、販売予定であった冷蔵用食品である製品ｂ１≤000個について、納品の直

前にキャンセルを受けた。製品ｂは賞味期限が短いことから、通常であれば、こ

のような場合には製品を廃棄処分することとしている。

ところが、製品ｂについてフードバンクで受け入れることとなったため、Ｅ社

は、製品ｂを廃棄することに代えて、このフードバンクに無償で提供した。

なお、Ｅ社は、製品ｂの提供時に、製品ｂ１≤000個の原価相当額である450≤000

円を雑損失として損失に計上している。また、フードバンクは公益法人等には該

当しない。

このＥ社が行った製品ｂの無償提供に係る税務上の処理について、その法的な

理由を付して簡潔に説明しなさい。

⑶　Ｅ社は、Ｅ社による完全支配関係のある子会社のＧ社（Ｅ社は当期を通じてＧ

社株式を１00％保有）に対し、5≤000≤000円の売掛債権を有している。当期におい

て、Ｇ社の資金繰りが一時的に悪化したことから、Ｅ社は、Ｇ社への支援として

当該売掛債権を放棄した。

なお、当該売掛債権の放棄時におけるＧ社の財政状況は、Ｅ社に当該売掛債権

を弁済できないほどのものではなかった。また、Ｅ社は連結納税制度の承認を受

けていない。

このＥ社が行ったＧ社に対する当該売掛債権の放棄に係る税務上の処理につい

て、その法的な理由を付して簡潔に説明しなさい。

（当時、正誤表の配布があり、上記は反映後の内容となります。）


